
いつも新しい流れがある いちかわ

市川市下水道中期ビジョンの改訂
について（議題）

下水道部
下水道建設課

令和７年度市川市下水道事業審議会

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
下水道建設課長の星野です。
「市川市下水道中期ビジョンの改訂について」と記載のある資料をお願いします。
本日は令和８年度からの10年間を計画期間とした下水道中期ビジョンの改訂にあたり、新たに取り組むべき視点について委員の皆様にご審議いただきたいと考えております。
表示をめくっていただき、１頁目をお願いします。
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市川市下水道中期ビジョンの改訂について
令和７年７月

下水道部

審議事項

１．市川市下水道中期ビジョンとは

２．施策の進捗

 将来の社会情勢や事業環境の変化を見据えた上で、今後の10年間程度を
見通して、下水道事業の目指す姿と戦略的な取り組み方針を示したもの。

 本市の現行の下水道中期ビジョンは「安心で 快適な 下水道の 礎を築く」を
目標に下水道に係る様々な取組を段階的に着実に進めていく必要があるとして、
3つの基本方針と９つの取組むべき施策を定めている。図ー１参照

 現行の下水道中期ビジョンの計画期間は平成26年度~令和7年度であり、
本年度は最終年度である。

令和８年度からの10年間を計画期間とした下水道中期ビジョンの改訂に
あたり、新たに配慮すべき視点について審議いただくもの。

下水道中期ビジョンの体系（現行）

：達成 Ｒ７年度達成見込み 未達成見込み

基本理念                 

下水道中期ビ
ジョンの目標

図－１

計画策定時（H24) 目標 (R7) 実績 (R6)

整備優先区域における雨水管の整備率 8% 16% 15%

整備優先区域におけるポンプ場の整備率 0% 78% 54%

メール等による情報発信サービス － 開始する 開始した

浸水への備え、緊急対応の周知といった啓発行動回数 ３回 ３回/年 ３回/年

総合地震対策計画による管路の耐震化率 － 100% 91%

真間および菅野ポンプ場耐震化率（土木建築） 0% 100% 0%

総合地震対策計画の策定 － 策定する 作成した

下水道BCPに基づく訓練回数 － １回/年 4回/年

菅野処理区下水管長寿命化計画の策定 基本計画段階 策定する 作成した

菅野処理区下水管長寿命化対策率 0% 15% 6%

真間および菅野ポンプ場長寿命化対策率 0 100% 0%

菅野処理区の流域下水道への編入 － 編入する 県と協議中

柵渠の改修 －
改修計画に基づく改修に

着手する
改修計画に基づく改修に

着手した

排水ポンプ施設の改修 －
改修計画に基づく改修に

着手する
24機場のうち4機場の
改修工事が完了した

下水道普及率 69.8% 84.0% 80.2%

全市汚水処理基本構想の再検証 － 再検証を実施 実施した

高度処理型合併浄化槽への転換数(*) － 100基 49基

建築確認申請数に対する雨水排水届出数の割合 31% 100% 10%

湧水量の確認 １回 １回/年 １回/年

企業会計方式への移行 － 移行する 移行した

適正料金検討(*) － ４回実施 3回実施

アセットマネジメント導入 － 導入する －

市民に向けた啓発活動・Web活動 － ４回/年 4回/年

中期ビジョン進捗状況の公表 － １回/年 １回/年

*印のあるものは期間中（平成２６年度から）通算での数値。

目標項目

基本方針１  安心な暮らしを支える下水道

基本方針３  未来に活きる下水道

⑦　経営基盤の構築     【持続可能な下水道経営の基盤（財政・体制）を確立する】

⑧　管理の最適化     【健全で効率的な、維持管理の最適化を目指す】

⑨　効果的な下水道中期ビジョンの推進 【円滑な下水道経営のため、情報発信や進捗管理を行う】

⑥　水循環再生     【地下水の涵養等により、健全な水循環を育む】

⑤　総合的な公共用水域保全対策 【総合的な汚水処理方式により公共用水域の水質を保全する】

④　下水道の未普及対策     【効果的・効率的な下水道整備を推進する】

③　老朽化対策     【下水道機能の確実性を保つため、老朽化への対策を講じる】

基本方針２  快適な暮らしにつながる下水道

②　地震対策     【いかなる時も下水道機能を確保するため、地震対策を推進する。】

①　浸水対策     【浸水被害の軽減を図るため、総合的な対策を推進する。】

１

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート

市川市下水道中期ビジョンについて簡単に説明します。
「１．市川市下水道中期ビジョとは」
将来の社会情勢や事業環境の変化を見据えた上で、今後の10年間程度を見通して、下水道事業の目指す姿と戦略的な取り組み方針を示したものです。
本市の下水道中期ビジョンは「安心で 快適な 下水道の 礎を築く」を目標に下水道に係る様々な取組を段階的に着実に進めていく必要があるとして、下の図ー１の様に3つの基本方針と９つの取組むべき施策から成り立っております。
現行の下水道中期ビジョンは平成26年度~令和7年度を期間としており、本年度は計画期間の最終年度となっております。
このため、今年度中に、次の１０年間を見据えた中期ビジョンを作成するものです。

では、現行の中期ビジョンに掲げている施策の実績についてご報告します。
右の頁の「２．施策の進捗」になります。
この表では丸数字の９つの施策と、その中での施策の進捗を示す各指標を示しております。
着色は、各指標に達成度を区分しており、オレンジと黄色は達成できるものを示しております。
水色が、目標の達成が困難なものを示しおります。
結果見込みです、全2４指標のうち、目標を達成或いは達成見込みの施策が16施策、残る８施策が未達成見込みという状況でございます。
この未達成の指標について、何か課題であるのか、整理しました。
次ページをお願いします。







市川市下水道中期ビジョンの改訂について
令和７年７月

下水道部

４．本市の下水道事業の取り巻く現状の変化と時代の潮流

３．目標を達成するための課題

７．今後予定

６．見直しの方向性
 既存施策の継続を基本としつつも、「目標を達成するための課題」、

「現状の変化と時代の潮流」や「新たに配慮すべき視点」を踏まえ施策を
構成する。

 現在策定中である市の最上位計画である総合計画と連携し、将来的な
下水道事業の方向性の整合を図る

 全24指標のうち、
目標を達成或いは達成見込みの指標が16施策、残る８指標が未達成見込み

※下水道を資産として捉え、下水道施設の状態を客観的に把握、評価し、中長期的な資産の状態を予測すると
共に、予算制約を考慮して下水道施設を計画的、且つ効率的に管理する手法

５．新たに配慮すべき視点【審議事項】
 人口の視点

●現在も堅調に人口増加が続く本市においても、中長期的には確実に人口減少に
転じると推測

●少子高齢化に伴う技術職員の減少
 まちづくりの視点

●老朽化した施設の適切な維持管理や更新
 安心・安全の視点

●激甚化する災害への対応、
●安全・安心に対する意識の高まり

 地球環境の視点
●中長期的な視点でのカーボンニュートラルの実現 ●GXの推進

 財政の視点
●高騰する物価や人件費への対応 ●公共インフラの更新費用の増加
●資産管理・デジタル化

 下水道中期ビジョン策定より10年経過した現在、下水道事業を取り巻く環境も大きく変化

目標を達成するための課題

①　浸水対策 整備優先区域におけるポンプ場の整備率 令和8年度末完成に向けたスケジュール管理の徹底

②　地震対策 真間および菅野ポンプ場耐震化率（土木建築） 早期完了に向けた適切な執行体制の構築

菅野処理区下水管長寿命化対策率 早期完了に向けた適切な執行体制の構築

菅野処理区の流域下水道への編入 江戸川第一終末処理場の整備促進

④　下水道の未普及対策 下水道普及率 R14年度概成に向けた事業費の確保と適切な執行体制の構築

⑤　総合的な
　　公共用水域保全対策

高度処理型合併浄化槽への転換数 約30年間で3,300基が転換、一定の役割は終了

⑥　水循環再生 建築確認申請数に対する雨水排水届出数の割合 貯留・浸透施設設置の促進

⑧　管理の最適化 アセットマネジメント※の導入 下水道資産の老朽化状態の可視化

未達成目標の項目

③　老朽化対策

① 施策の進捗状況報告、及び新たな視点について審議（本日）

②下水道中期ビジョン案の作成

③令和７年度２回目の審議会

④令和８年４月改訂、内容を公表

時代の潮流
【災害・気候変動】　　 ●熊本地震(2016年）　●能登半島地震（2024年)
　　　　　　　　　　　　　　●関東東北豪雨（2015年） ●西日本豪雨（2018年）
【感染症・衛生管理】　●新型コロナ（2020年〜）　●感染症の常態化（2023年～）
【経済・資材・人材】　　●半導体不足（2022年～）　●資材・労務費高騰(2022年～）
　　　　　　　　　　　　　　●人材不足
【制度・政策・技術】　　●インフラ長寿命化（2018年～）●デジタル庁創設（2021年～）
　                         ●GX再エネ・脱炭素の加速（2023年～）
【社会構造・住民ニーズ】 ●少子高齢化・人口減少  ●多文化共生・外国人増加
                               ●SNS・情報開示ニーズの高まり（近年）

第１次国土強靭化実施中期計画（R7.6.6閣議決定）
●上下水道施設の戦略的維持管理・更新【国土交通省】　大口径下水道管路
●上下水道施設の耐災害性強化【国土交通省　】水道・下水道の管路等の両方が耐震化
●避難所の生活環境改善対策とそのための備蓄【内閣府】　スフィア基準を満たす避難所を
　設置するために必要となるトイレ

新下水道ビジョン加速戦略（国土交通省令和4 年度改定版）における重点項目
●官民連携への推進    ●脱炭素化の推進    ●汚水処理システムの最適化
●水環境管理　  ●アセットマネジメント・下水道DX
●気候変動等を踏まえた防災・減災の推進

本市の下水道経営
●未だ約10万人の市民が下水道を利用できない状況が存在する
●老朽化施設の増大に伴う更新投資の増大が見込まれる
●将来的に使用料収入の減少が見込まれる 2

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「３．目標を達成するための課題」です。達成できない見込みの８つ指標について、簡潔に報告します。

「①浸水対策の整備優先区域におけるポンプ場の整備率」ですが、これは市川南排水区の大和田ポンプ場と市川南ポンプ場の整備予定のポンプ排水能力、
　両ポンプ場合わせて、１秒あたり約３６．５㎥に対し、令和７年度末時点で両ポンプ場が完成した場合の約２８．５㎥、約７８％を目標としておりましたが
　市川南ポンプ場の完成が令和８年度末とずれ込んだため、未達成となります。１年後に目標を達成する予定でありますので、課題としましては、「スケジュール管理」の徹底としました。

次に「②地震対策の真間及び菅野ポンプ場の耐震化率」、「③老朽化対策の菅野処理区下水道管長寿命化対策」、「④下水道の未普及対策の下水道普及率」ですが
　　これら３つの指標については、今後も事業量が多くなることが見込まれますことから、課題としましては執行体制の構築や事業費の確保としました。

次に「③老朽化対策の菅野処理区の流域下水道への編入」ですが、編入には県の流域下水道の処理場の整備が条件となりますので、課題として整備促進としました。


次に「⑤総合的な公共用水域保全対策の高度処理型合併浄化槽への転換」ですが、目標は10年間で100基の転換と掲げておりましたが、令和６年度末までの9年間で実績は49基でした。
　この実績ですが、計画を策定して時点の過年度の実績、約30年間で3,300基の転換があったことから、年100基と目標設定しておりましたが、現在は年４基程度の転換しか申請がないことから
　一定の役割が終了したと考えており、次期中期ビジョンからは指標の対象としないものと考えております。

次に「⑥水循環再生の建築確認申請数に対する雨水排水届出数の割合」ですが、目標は申請者全てにおいて、雨水の貯留や浸透施設等を設置をしていただくものでしたが、実績としては10％に留まりました。
　雨水についてはゲリラ豪雨なり局所的に大雨降ることが多くなり治水安全度の向上は絶えずあるため、課題としましては更なる「貯留・浸透施設設置の促進」としました。

次に「⑧管理の最適化のアセットマネジメントの導入」ですが、表の※印を参照願います。
　アセットマネジメントとは「下水道を資産として捉え、下水道施設の状態を客観的に把握、評価し、中長期的な資産の状態を予測すると 共に、
　予算制約を考慮して、下水道施設を計画的、且つ効率的に管理する手法」のことで、
　アセットマネジメントの一部として老朽化対策としてのストックマネジメントの考えを平成30年度より導入しております。

指標ではアセットマネジメントを導入するとありますが、ストックマネジメントだけではアセットマネジメントに導入にいたりませんので
　課題としましては、ストックマネジメントにて調査した管路の老朽化状態や対策工事の有無を可視化することとしました。
　可視化につきましては、下水道台帳システムの機能を拡張する形で、システムの構築に取り組んでいるところです。

●以上が目標を達成するための課題としました。これらの課題についても予算確保、事業の進捗を図るため、次期中期ビジョンに取り込むものとします。


　
続いて、「４．本市の下水道事業を取り巻く現状の変化と時代の潮流」についてです。
下水道中期ビジョン策定より10年が経過した現在、下水道事業を取り巻く環境も大きく変化したと思います。
この変化について、表として纏めました。
上から、「時代の潮流」として、【災害・気候変動】、【感染症・衛生管理】、【経済、資材、人材】、【せう度・施策・技術】、【社会構造、住人ニーズ】、このように10年前に無かった事象を整理しました。

次に国の方向性として、６月６日閣議決定されました「第１次国土強靭化実施中期計画」では、下水道に係わるものとして、「上下水道施設の戦略的維持管理・更新」、「耐災害性強化」と「避難所の生活環境改善対策」が明記されました。

また、既存の「新下水道ビジョン」をいち早く加速させるための政府の包括的な戦略としての「新下水道ビジョン加速戦略」では
　　重点項目として「官民連携の推進」「脱炭素化の推進」「汚水処理システムの最適化」「水環境管理」「アセットマネジメント・下水道DX」「気候変動等を踏まえた防災・減災の推進」が掲げられています。

そして本市の下水道経営としては、「未だ約10万人の市民が下水道を利用できない状況が存在すること」、「老朽化施設の増大に伴う更新投資の増大が見込まれること」、「将来的に使用料収入の減少が見込まれること」などが挙げられます。


次に「５．新たな視点」についてです。
下水道中期ビジョンの改訂にあたりましては、前述の「３．目標を達成するための課題」「４．本市の下水道事業を取り巻く変化と時代の潮流」を踏まえ、下水道ビジョンの改訂にあたっては、踏まえるべき「新たな視点」が必要と考えております。
資料には担当部署としての視点を記載しました。上から順に「人口の視点」「街づくりの視点」「安心・安全の視点」「地球環境の視点」「財政の視点」となります。
本日は、このらの視点について、「こうした方が良いのではないか」或いは「これも追加した方が良い」など、委員に皆様よりご意見をいただきたいと考えております。


次に「６．見直しの方向性」です。見直しの方向性としましては、大きく２つ、
既存施策の継続を基本としつつも、「目標を達成するための課題」、「現状の変化と時代の潮流」や「新たな視点」を踏まえ施策を構成する。
現在企画部で策定中である市の最上位計画である総合計画と連携し、将来的な下水道事業の方向性の整合を図る。
と考えております。

最後に「７．今後の予定」です。
本日は、①として施策の進捗状況報告、及び新たな視点についてご審議いただき、
委員の皆様のご意見を踏まえて、②下水道中期ビジョン案の作成します。
作した案を令和７年度２回目の審議会に諮りたいと考えております。
審議会の承認を得られましたら、内容をホームページにＵＰしたいと考えております。

以上でございます。
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